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第２章 個別的労使紛争のあっせん 
 

第１節 概況 

 

 平成２７年中に新規に受け付けたあっせん申出件数は６件であった。 

 

第１表 申出受付状況 

区 分 

年 次 

受付件数 処理状況 

前年繰越 本年新規 計 本年終結 翌年繰越 

平成２３年  ９ ９ ９  

平成２４年  ９ ９ ９  

平成２５年  ７ ７ ７  

平成２６年  ７ ７ ７  

平成２７年  ６ ６ ６  

 

第２表 月別申出状況（申出者別） 

申出者 

月 
労働者 使用者 双 方 計 

 １ 月     

 ２ 月     

 ３ 月     

 ４ 月 ３   ３ 

 ５ 月     

 ６ 月     

 ７ 月     

 ８ 月     

 ９ 月 １   １ 

１０月 １   １ 

１１月     

１２月 １   １ 

計 ６   ６ 

 

第３表 申出事項別状況 

 件 数 

経営又は人事 ４ 

賃 金 等 ３ 

労 働 条 件 等 ２ 

職場の人間関係 １ 

そ の 他  

計 １０ 

（注）申出事項が２項目以上の場合、申出事項数は申出件数と一致しない。 

 

  経営又は人事：解雇、退職強要、配置転換、復職、懲戒処分、退職、人事考課、身分切換え、休職等 

  賃 金 等：賃金未払い、賃金減額、一時金、退職一時金、解雇手当、休業手当、諸手当、年金等 

  労 働 条 件 等：労働契約、労働時間、休日・休暇、時間外労働、福利厚生、社会保険、労働保険等 

  職場の人間関係：セクハラ、嫌がらせ 

  そ の 他：その他                     
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第４表 処理状況 

 件 数 

解  決  ２ 

打 切 り  ３ 

取 下 げ   

不 開 始   １ 

翌年繰越  

計  ６ 

 

 

第２節 取扱事件一覧 

 

年 
番 

号 
事 件 名 業  種 申出日 

申 

出 

区 

分 

終結日 

処 

理 

日 

数 

終 結 

状 況 

あっせん員 

公 益 労働者 使用者 

27 １ 
契約更新等請求

事件 
情報システム業 27. 4. 7 労 27. 5.20 44 打切り 井上 山岸 清川 

27 ２ 
退職確認要求事

件 
医療・福祉業 27. 4.23 労 27. 5.18 26 解決 湯川 峯森 黒田 

27 ３ 
未払賃金請求事

件 
保険業 27. 4.28 労 27. 5.27 30 解決 渡邉 矢野 田村 

27 ４ 慰謝料請求事件 人材派遣業 27. 9. 8 労 27. 9.17 10 打切り ― ― ― 

27 ５ 
労働条件確認等

要求事件 
電子部品販売業 27.10.13  労 27.12.15 64 不開始 ― ― ― 

27 ６ 
懲戒処分軽減要

求事件 
サービス業 27.12. 7 労 27.12.15 9 打切り ― ― ― 

（注） 処理日数は申出日から終結日までの日数である。 

    平均処理日数 30.5日 
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第３節 事件の概要 

 

 

平成２７年（個）第１号 契約更新等請求事件 

申 出 内 容  契約不更新の理由に納得ができない。約束どおり契約の更新を求める。 

終 結 内 容  双方の主張に隔たりが大きく解決の見込みがないとして打切りとした。 

 

 

平成２７年（個）第２号 退職確認要求事件 

  申 出 内 容  異動に関し勤務条件が合わず、会社から、働く場所はもうないと言われたので、

解雇にするか、解雇に見合った金銭の支払いを求める。 

  終 結 内 容  自己都合退職とし、退職金を支払うことで双方が合意した。 

 

平成２７年（個）第３号 未払賃金請求事件 

  申 出 内 容  未払賃金の支払いと、賃金未払に伴う体調不良に対する慰謝料を求める。 

  終 結 内 容  解決金を支払うことで双方が合意した。 

 

 

平成２７年（個）第４号 慰謝料請求事件 

  申 出 内 容  派遣先で契約時の業務内容と違う仕事をさせられ怪我をした。事前に派遣元に

連絡したが、何も対処しなかったので責任がある。給料補償、慰謝料を求める。 

  終 結 内 容  被申出者があっせんに応じないため、打切りとした。 

 

 

平成２７年（個）第５号 労働条件確認等要求事件 

  申 出 内 容  労働条件通知書等の速やかな交付を求める。また、理不尽な言動の中止、謝罪

を求める。 

  終 結 内 容  申出者と連絡がとれないため、あっせん継続が困難と判断し、不開始とした。 

 

 

平成２７年（個）第６号 懲戒処分軽減要求事件 

  申 出 内 容  懲戒処分（降格処分）となったが、重すぎるので処分の軽減を求める。 

  終 結 内 容  被申出者があっせんに応じないため、打切りとした。 
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第４節 個別的労使紛争に係る労働相談会の実施 

 

１ 「職場での悩みごと無料相談会」 

 

（１） 概況 

  職場における労使関係の諸問題に関する相談を受け付け、適切な助言・情報提供等を行い、あ

っせん制度の利用促進を図るとともに、当該制度を広く県民にアピールすることを目的として、

労働相談会を実施した。相談件数は１９件であった。 

 

 

開催日 

新  規  件  数 内      容 

労働者 使用者 双 方 計 
経営また 

は人事 
賃金等 

労 働 

条件等 

職場の 

人間関係 
その他 計 

27．3．1 

（嶺南） 
 ２  ０  ０  ２  ０  ２  １  ０  ０  ３ 

27. 3.14 

（福井） 
 ４  ０  ０  ４  ０  １  ２  ２  ０  ５ 

27.10. 4 

（福井） 
１２  ０  ０ １２  ３  ４  ４  ３  ４ １８ 

27.10.18 

（丹南） 
 １  ０  ０  １  ０  ０  ０  ０  １  １ 

計 １９  ０  ０ １９  ３  ７  ７  ５  ５  ２７ 

（注）相談内容が２項目以上の場合、相談件数と一致しない。 

 

（２） 日程等 

    

① 第１回（嶺南会場） 

      ・ 日 時  平成２７年３月１日（日）  午後１時３０分～４時３０分 

      ・ 場 所  敦賀市生涯学習センター（敦賀市） 

      ・ 相談員  公益委員……山川、渡邉 

             労働者委員…矢野 

             使用者委員…田村              

② 第２回（福井会場） 

      ・ 日 時  平成２７年３月１４日（土） 午後１時３０分～４時３０分 

      ・ 場 所  ＡＯＳＳＡ（アオッサ）（福井市） 

      ・ 相談員  公益委員……井上、湯川、加藤 

             労働者委員…山岸、山﨑 

             使用者委員…清川、勝木 

             県社会保険労務士会…青垣会長 

③ 第３回（福井会場） 

      ・ 日 時  平成２７年１０月４日（日）午後１時３０分～５時００分 

      ・ 場 所  ＡＯＳＳＡ（アオッサ）（福井市） 

      ・ 相談員  公益委員……井上、湯川、加藤 

             労働者委員…山岸 

             使用者委員…清川、峠岡 

             福井労働局…脇本労働紛争調整官   
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④ 第４回（丹南会場） 

      ・ 日 時  平成２７年１０月１８日（日） 午後１時３０分～４時３０分 

      ・ 場 所  嚮陽会館（鯖江市） 

      ・ 相談員  公益委員……山川、渡邉 

             労働者委員…峯森 

             使用者委員…黒田 

              

   

         

２ 「定例夜間労働相談会」 

 

（１） 概況 

  相談者の利便性を考慮し、原則月１回県庁内にて委員による夜間労働相談会（予約制）を実施

した。相談件数は４件であった。 

 

 

開催日 

新  規  件  数 内      容 

労働者 使用者 双方 計 
経営また 

は人事 
賃金等 

労 働 

条件等 

職場の 

人間関係 
その他 計 

27.1.27（火） 

【相談員】 

・加藤委員 

・勝木委員 

 １  ０  ０ １  ０  １  １  ０  ０  ２ 

27.4.28（火） 

【相談員】 

・井上代理 

・横山委員 

 １  ０  ０ １  ０  １  ０  ０  ０  １ 

27.6.30（火） 

【相談員】 

・加藤委員 

・峯森委員 

 １  ０  ０ １  ０  １  １  ０  ０  ２ 

27.11.24（火） 

【相談員】 

・加藤委員 

・勝木委員 

 １  ０  ０ １  １  ０  ０  ０  ０  １ 

計   ４  ０  ０ ４  １  ３  ２  ０  ０   ６ 

（注）相談内容が２項目以上の場合、相談件数と一致しない。 
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